


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年10月

　習志野市　障がい福祉課


（１）請求について
契約に基づきサービスを提供した事業者は、習志野市に対して地域生活支援事業の給付費の請求を行います。

習志野市では、利用者に対し、支給量の範囲内の当該サービスに要した費用について、地域生活支援事業の給付費を支給します。給付費の額は、当該サービスに要した費用から利用者負担額（原則１割）を除いた額とし、その支給方法は事業者に習志野市が直接支払う「代理受領」により行います。

（２）利用者負担額の管理
習志野市では、利用者で上限月額を超える見込みの方に対し、障害者支援費制度下で行われていた利用者負担額上限管理表を交付し、利用者の方が上限額を管理しています。

サービス提供後は、負担額の記載と確認の押印を行い、利用者に返却して下さい。

上限額に到達した事業者は、利用者負担上限管理表を請求書に添付の上、習志野市へ請求してください。

【地域活動支援センター事業】

習志野市では地域活動支援センター事業の負担は0円（無料）としますので、上記によらず、利用者負担にかかる管理は不要となります。

（３）提出日
サービス提供年月の翌月１０日までに提出してください。

●共通事項（請求書含む）
①一事業者（事業所番号単位）の利用決定者一人につき１月に一件作成すること。

②一枚に記入しきれない場合は、何枚中の何枚目であるかを所定の欄（右下）に記載し、複数の書式に分けて記入を行うこと。この際、二枚目以降については、受給者番号、事業所番号以外の記載は省略して差し支えない。

③一人の利用決定者について、同一月分の、同一様式の書式を二件に分けて作成することはできないこと。(上記②を除く)
（１）習志野市地域生活支援事業給付費明細書（第10号様式）
・請求額集計欄の合計は最終枚目に記載すること。

（２）実績記録票（第11号様式）
①移動支援事業

・移動支援は個別支援型、グループ支援型ごとに様式を作成して差し支えない。
	記録票中の文言
	説明

	利用者確認印
	事業者はサービス利用者に対し、サービス提供の都度、実績記録表の記載内容を提示し、確認並びに自署又は押印を求めること。

	基本額区分
	サービス提供時間帯を記載する。

なお、同一日で時間帯がまたがる一連のサービス提供をおこなった場合は、サービス提供時間帯別に分けて記載すること。




	支援計画
	移動支援計画書に基づいて記載すること。

	サービス提供者印
	サービスを実際に提供した者は、サービス提供の都度、自署又は押印をすること

	主たる移動支援の目的
	移動支援計画に基づき、主たる移動支援の目的を記載する。

・各種催事への参加、公共施設利用等の場合   ：「地域行事等」

・スポーツ・レクリエーション、趣味等の場合：「余暇活動等」

・買い物、地域散策等の場合                        ：「買い物等」

・やむを得ない場合の通園・通学等の場合        ：「通園等」



	合計
	ア：基本区分回数計

基本額区分欄に記載した区分及び算定時間数並びにその回数を整理し記載する。日中2時間30分のサービス提供を１回の場合は、「日中2.5」又は「２　2.5」「１」と記載する。

イ：計画時間数計

当該月に計画した合計時間数を記載する。

ウ：算定時間数計

当該月に実際に提供した合計時間数を記載する。




②日中一時支援

	記録票中の文言
	説明

	支援計画


	日中一時支援計画書に記載された事項（利用者の申し込み意向を踏まえて設定した回数等）に基づいて記載すること。

ただし、緊急一時的な宿泊支援を実施した場合は除く。
なお、日中一時支援における計画時間数については、支援計画に基づく時間数を記載すること。「30分：0.5」「1時間：1」「1時間30分：1.5」・・・の記載とする。
食事加算、入浴加算、送迎加算の計画数を記載すること。サービス提供する場合はそれぞれ、「１」と記載する。



	サービス提供実績
	・算定時間数

実際にサービス提供を行った時間数を記載する。「30分：0.5」「1時間：1」「1時間30分：1.5」・・・の記載とする。
・食事加算

食事提供体制（現に調理をし、食事を提供する場合や調理につき外部委託等による体制を整えている場合をいう。）加算対象となる「負担階層A及びB」に該当する者に対して食事を提供した日に「１」を記載すること。なお、弁当購入の上電子レンジ等による提供等の場合は、加算対象とならない。

・入浴加算

日中一時支援提供事業所内において、入浴介助を行った日に「１」を記載すること。

・送迎加算

送迎を実施した場合には、片道単位で回数を記載すること。

	利用者確認印
	事業者はサービス利用者に対し、サービス提供の都度、実績記録表の記載内容を提示し、確認並びに自署又は押印を求めること。

	備考
	緊急一時的な宿泊支援（22時から翌8時までの継続した10時間の宿泊を伴う支援）を行った場合、備考欄に「宿泊」と記載する。


③訪問入浴サービス
	記録票中の文言
	説明

	サービス提供内容
	現にサービス提供を行った内容に基づいて「入浴」又は「清拭」の状況を記載すること。

	サービス提供者印
	サービスを実際に提供した者は、サービス提供の都度、自署又は押印をすること。


④地域活動支援センター（Ⅱ型）

	記録票中の文言
	説明

	計画時間数
	支援計画書に記載された事項に基づいて記載すること。

なお、支援計画における計画時間数については、支援計画に基づく時間数を記載すること。

例：30分の場合：「0.5」　1時間45分の場合：「1.75」
食事加算、入浴加算、送迎加算の計画数を記載すること。サービス提供する場合は「１」を記載する。

	サービス提供実績
	・食事加算

食事提供体制（現に調理をし、食事を提供する場合や調理につき外部委託等による体制を整えている場合をいう。）加算対象となる「負担階層A及びB」に該当する者に対して食事を提供した日に「１」を記載すること。なお、弁当購入の上電子レンジ等による提供等の場合は、加算対象とならない。

・入浴

サービス提供事業所内において、入浴介助を行った日に「１」を記載すること。

・送迎

送迎を実施した場合には、片道単位で回数を記載すること。



（１）移動支援事業
共通事項

・移動支援の提供にあたっては、基本的なサービスの内容を記載した移動支援（居宅介護）計画に基づいて行われる必要があること。

・事業者は、この計画を作成するに当たって、単価基準が３０分単位であることを踏まえ、利用者の支給量が有効に活用されるよう、利用者の希望等を踏まえることが必要である。

・移動支援を行った場合には、実際に要した時間により算定されるのではなく、当該移動支援（居宅介護）計画に基づいて行われるべき移動支援に要する時間に基づき算定されることに留意すること。

・当初の計画で定めたサービス提供内容や提供時間が、実際のサービス提供と合致しない場合には、速やかに移動支援（居宅介護）計画の見直し、変更を行うことが必要であること。

①基本単価の適用について

・移動支援（居宅介護）計画上のサービス提供時間と実際のサービス提供時間に大幅な乖離があり、かつ、これが継続する場合は、当然に移動支援（居宅介護）計画の見直しをする必要があること。

②早朝、夜間、深夜等の移動支援の取扱いについて

・早朝、夜間、深夜の移動支援の取扱いについては、原則として、実際にサービス提供を行った時間帯の算定基準により算定されるものであること。

・ただし、基準額の最小単位（最初の３０分とする。）までは、サービス開始時刻が属する時間帯の算定基準により算定すること（サービス開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間がごくわずかな場合（15分未満）には、多くの時間を占める時間帯の算定基準により算定すること。）。
・基準額の最小単位以降の３０分単位の中で時間帯をまたがる場合には、当該３０分の開始時刻が属する時間帯により算定すること。（当該３０分のうち、多くの時間帯の算定基準により算定すること。）。

・通院を伴う介助については、移動支援事業で算定はできないこと。

個別支援型
①移動支援の所要時間

・移動支援の単価については、所要時間３０分以内の身体介護を伴う場合などの短時間サービスが高い単価設定になっているが、利用者の身体状況等により、移動支援のサービス提供体制を強化するために設定されているものである。従って、単に１回の移動支援を複数回に区分して行うことは適切ではなく、移動支援を１日に複数回算定する場合にあっては、算定する時間の間隔は概ね２時間以上とすること。

・所要時間３０分以内で算定する場合の所要時間は２０分程度以上とすること。

グループ支援型
①グループ支援の所要時間

・グループ支援型の提供にあたっては、主に余暇活動等による支援内容となることを踏まえた単価設定としていること。

・単価について5人のグループ員を1人の支援員によるサービス提供を認める設定であるが、そのグループ構成による支援の必要度を十分に勘案し、支援員の配置に留意すること。

・所要時間３０分以内で算定する場合の所要時間は支援の性質上、２５分程度以上とすること。

　　
（２）日中一時支援
①所要時間による区分の取扱い
・４時間を超えて６時間以内のサービスを受けることとなっている利用者に対し、体調不良等の理由により４時間以内でサービスの提供を中止した場合については、4時間以内の単価で算定するものであること。
・利用者本人の都合で全くサービスを受けなかった場合は、実際にサービスが提供されていないことから、その理由にかかわらず算定はできないものであること。
・同じ日に4時間以内のサービスを２回提供した場合は、そのサービス提供が日中一時支援計画に基づくものであれば、それぞれについて４時間以内の単価を適用して算定するものであること。

・ただし、１回のサービス提供に要する時間が２時間未満を２回利用した場合には、単価の設定が最小4時間以内となっていることから、この場合４時間以内の単価を１回算定するものとする。

・送迎にかかる時間については、日中一時支援の所要時間には含まないものであること。

②非課税世帯食事提供加算の取扱いについて

・低所得者（この場合、本市の階層区分A及びBに該当するものをいう。）に対する食事の提供に係る加算の算定に当たっては、原則として当該日中一時支援事業所内の調理室を使用して調理し、提供されたものについて算定するものであるが、食事の提供に関する業務を当該事業所内の最終的責任の下で第三者に委託することは差し支えない。
・事業所外で調理されたものを提供する場合、運搬手段等について衛生上適切な措置がなされているものについては、事業所外で調理し搬入する方法も認められる。
この場合、例えば出前の方法や市販の弁当を購入して、利用者に提供するような方法は加算の対象とはならない。

・１日に複数回食事の提供をした場合の取扱いについては、食事の提供に係る加算が、その食事を提供する体制に係るものであることから、複数回分の算定はできない。

③送迎加算の取扱いについて
・送迎加算の算定に当たり、当該事業所の最終的責任の下で他の民間事業者等に委託しても差し支えない。

・送迎については、事業所と居宅までの送迎を原則とするが、放課後等の支援の需要に対応する観点から、学校等と事業所までの送迎についても認めるものとする。

・この算定にあたり道路運送法に抵触しないよう取扱いについて留意すること。

④早朝、夜間、深夜等の日中一時支援の取扱いについて

・原則、「日中」の時間帯についての設定については、様々な考え方があることから、他市町村の如何にはかかわらず、本市利用者の実情を勘案した中で設定しているものであること。
・サービス提供時刻が早朝、夜間、深夜帯である場合には、基準額に加算できること。
ただし、基準額の最小単位（４時間）までであることから、早朝、夜間、深夜帯におけるサービス提供時刻がごくわずかな場合（30分未満）には、加算の対象とは認められないこと。　　

⑤緊急一時的な宿泊支援をした場合の取扱について（宿泊支援加算）
・緊急一時的な宿泊支援（22時から翌8時までの継続した10時間の宿泊を伴う支援）を行った場合、次のとおりに算定できる。

（３）地域活動支援センター事業（Ⅱ型）
①所要時間による区分の取扱い

・４時間以上のサービスを受けることとなっている利用者に対し、体調不良等の理由により４時間未満でサービスの提供を中止した場合については、4時間未満の単価で算定するものであること。

・利用者本人の都合で全くサービスを受けなかった場合は、実際にサービスが提供されていないことから、その理由にかかわらず算定はできないものであること。

・送迎にかかる時間については、基本額算定所要時間には含まないものであること。

②食事提供加算の取扱いについて

・原則として当該日中一時支援事業所内の調理室を使用して調理し、提供されたものについて算定するものであるが、食事の提供に関する業務を当該事業所内の最終的責任の下で第三者に委託することは差し支えない。
・事業所外で調理されたものを提供する場合、運搬手段等について衛生上適切な措置がなされているものについては、事業所外で調理し搬入する方法も認められるものである。

この場合、例えば出前の方法や市販の弁当を購入して、利用者に提供するような方法は加算の対象とはならないものである。

・１日に複数回食事の提供をした場合の取扱いについては、食事の提供に係る加算が、その食事を提供する体制に係るものであることから、複数回分の算定はできない。　

③送迎加算の取扱い

・当該事業所の最終的責任の下で他の民間事業者等に委託しても差し支えない。

・送迎については、事業所と居宅までの送迎を原則とするが、道路が狭隘で居宅まで送迎できない場合等のやむを得ない場合においては、利用者の利便性も考慮し、適切な方法で行ったものについて加算を算定することができる。

・この算定にあたり道路運送法に抵触しないよう取扱いについて留意すること。　

（１）移動支援事業
①個別支援型の場合

	　　　区分

時間
	
	

	
	身体介護を伴う者
	身体介護を伴わない者

	～0.5
	2,540円
	1,050円

	～1.0
	4,020円
	1,970円

	～1.5
	5,840円
	2,760円

	以後0.5毎
	830円
	700円


②グループ支援型の場合

	　　　区分

時間
	
	
	
	

	
	１：２
	１：３
	１：４
	1：５

	～0.5
	468円
	338円
	272円
	234円

	～1.0
	936円
	676円
	546円
	468円

	～1.5
	1,404円
	1,014円
	81８円
	702円

	以後0.5毎
	468円
	338円
	27２円
	234円


【地域区分】

	特別区
	特甲地
	甲地
	乙地
	丙地

	1.072
	1.060
	1.036
	1.018
	1.000


【加算】

	区分
	算定基準

	早朝・夜間加算（6:00～8:00　18:00～22:00）
	所定単価×25／100を加算

	深夜加算（22:00～翌6:00）
	所定単価×50／100を加算

	二人派遣（個別支援型に限る）
	それぞれに所定額を加算


（２）日中一時支援（通常算定）
	　　区分

時間
	
	
	

	
	身体介護を

伴う者
	身体介護を

伴わない者
	加算

	4時間以内
	2,850円
	2,550円
	入浴加算：1日400円

送迎加算：片道540円

非課税世帯食事提供加算：1日420円

遷延性意識障害(児)者加算：

4時間以内：530円

6時間以内：2,010円　
6時間超：3,970円

重症心身障害(児)者加算：

4時間以内：2,010円

　　　　　　　　　6時間以内：4,970円　
6時間超：8,400円　　

	6時間以内
	4,750円
	4,250円
	

	6時間超
	6,170円
	5,530円
	


【地域区分】

	特別区
	特甲地
	甲地
	乙地
	丙地

	1.072
	1.060
	1.036
	1.018
	1.000


【加算】

	区分
	算定基準

	早朝・夜間加算（6:00～8:00　18:00～22:00）
	所定単価×25／100を加算

	深夜加算（22:00～翌6:00）
	所定単価×50／100を加算


【宿泊支援加算】

	対象要件
	算定方法

	緊急一時的な宿泊支援（22時から翌8時までの継続した10時間の宿泊を伴う支援）を行った場合に算定可能
	22時から翌８時までの間の１０時間(宿泊算定時間)を他の支援時間と区分して算定

(加算額8,000円)

宿泊算定時間を除いた支援時間（通常算定時間）は別途区分して算定する、時間は通常算定時間の合算値とし、その他の加算も算定できる


（３）訪問入浴サービス

　
１回当たり　　　　１２,５００円
　清拭のみの場合　　　８,７５０円
（４）地域活動支援センター事業
①Ⅱ型の事業所
	　　　区分

時間
	基本額
	機能強化加算

	4時間未満
	３，０００円
	入浴　1日　400円

送迎　片道　540円

食事　1日　420円

	4時間以上
	６，３８０円
	


②Ⅲ型の事業所（変動単価制）
	１日あたり実利用人員
	月額基礎単価
	機能強化加算
	加算

	Ⅲ型
	19
	人以上に該当する月
	41,360円
	125,000円

※月１回算定

（習志野市内の

　センター事業所に限る）
	重度障害者加算

月額10,000円

就労支援加算

日額6,500円
送迎加算
月額 30,000円

	
	18
	人以上に該当する月
	42,410円
	
	

	
	17
	人以上に該当する月
	43,580円
	
	

	
	16
	人以上に該当する月
	44,900円
	
	

	
	15
	人以上に該当する月
	46,390円
	
	

	
	14
	人以上に該当する月
	48,100円
	
	

	
	13
	人以上に該当する月
	50,070円
	
	

	
	12
	人以上に該当する月
	52,370円
	
	

	
	11
	人以上に該当する月
	55,080円
	
	

	
	10
	人以上に該当する月
	58,340円
	
	

	
	9
	人以上に該当する月
	59,820円
	
	

	
	8
	人以上に該当する月
	61,670円
	
	

	
	7
	人以上に該当する月
	64,050円
	
	

	
	6
	人以上に該当する月
	67,230円
	
	

	
	5
	人以上に該当する月
	71,670円
	
	


注）１日あたり実利用人員＝当月開所日数／当月全利用者延日数
注）当該月の月額単価＝月額基礎単価／当該月の実利用者数×１日あたり実利用人員
注）機能強化加算は、利用人数に関係なく一事業所につき、月１回算定できる。

注）重度障害者加算は、毎月1日現在の重度障害者に対しサービス提供した場合に算定できる。

注）就労支援加算は、市内事業所に限り一般就労支援のための活動を対象者に行った場合に算定できる。ただし、一月につき20日を限度とする。
注) 送迎加算は、当該月の利用人数にかかわりなく、利用者に対し、当該利用者の居宅等と事業所との間の送迎を行った場合に、一事業所につき、月１回算定することができる。ただし、市内事業所に限る。

	階層
	区分
	利用者負担額
	上限月額

	A
	生活保護世帯
	なし
	0円

	B
	市民税非課税世帯

市民税均等割課税世帯
	
	

	C1
	総所得金額　350万円以下の世帯
	サービス単価の3％負担
	37,200円

	C2
	総所得金額　500万円以下の世帯
	サービス単価の5％負担
	

	C３
	総所得金額　700万円以下の世帯
	サービス単価の7％負担
	

	１割

（Ｃ４）
	総所得金額　700万円超えの世帯
	サービス単価の10％負担（1割負担）
	


　　本市の場合、地域活動支援センター事業については無料とします。

　　食材料費等の実費負担等は各事業所と利用者の契約の中で対処いただきます。

　　従いまして、上記利用者負担階層表の影響はない事業となります。

習志野市地域生活支援事業者請求の手引き
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※…　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律　の通称　


以下“障害者総合支援法”と記載します











１　請求について





２　各様式について





【提供時間帯区分の内訳】


・早朝：6:00～8:00　　　「早朝」又は「１」　


・日中：8:00～18:00　　  「日中」又は「２」


・夜間：18:00～22:00　    「夜間」又は「３」


・深夜：22:00～6:00　　  「深夜」又は「４」





３　費用の算定に関する留意事項





１）22時から翌8時までの継続した10時間（宿泊算定時間という）を他の支援時間と区分して算定する。（1回の預かりで8,000円）


２）宿泊算定時間を除いた支援時間（通常算定時間という）がある場合は、その部分のみ別途通常の日中一時支援の算定を行う。時間は通常算定時間の合計値とし、時間帯の加算は通常算定時間がかかっている時間帯の加算を適用し、その他の加算も算定できる。


３）宿泊支援加算は緊急一時的な預かりの中で1回のみ算定できる。（数日の預かりでも1回だけ算定、ただし、開始から24時間経過した場合、新たに通常の日中一時支援の算定はできる。）


４）宿泊支援加算を適用するよりも通常に算定した方が支給額が大きい場合は、通常の日中一時支援の算定ができる。





例）身体介護なし、地域区分：乙、利用時間　ＰＭ8：00～翌ＡＭ10：00の場合


（１）宿泊算定→　ＰＭ10：00～翌AM8：00までの10時間 


＝宿泊支援加算　8,000円


（２）通常算定→　①ＰＭ8：00～10：00までの2時間


②翌ＡＭ8：00～10：00までの2時間


＝②で4時間、①が夜間加算の時間帯であることから


2,550円(4時間まで単価)×1.018×1.25(夜間加算)≒3,245円





給付費は（1）＋（2）で　8,000円＋3,245円＝11,245円








４　サービス単価





５　利用者負担区分
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